
消防デジタル無線談合

「くらし・しぜん・いのち 岐阜県
民ネットワーク」と「名古屋市民オ
ンブズマン」は、消防デジタル無
線談合が確定したにもかかわら
ず、いまだに業者に請求していな
い岐阜県内７消防本部（下呂市・
揖斐郡・中津川市・中濃・山県市・
羽島郡・岐阜市）に対し、契約額
の20％、合計4億2106万6400円を
契約業者及び談合業者に請求せ
よとする住民監査請求を18/3/5
に郵送で行いました。

消防デジタル無線
談合 3社107消防
は課徴金確定済

2017年2月2日に、公正取引委
員会は消防救急デジタル無線機
器談合に関し、5社249消防本部
契約分で談合があったとして、4
社236消防本部契約分に対して
課徴金納付命令を出しました。
（日立国際電気13消防本部は談
合は認めたものの、課徴金は免
除）
富士通ゼネラルは提訴しました
が、沖電気（83消防本部）・日本
電気（9消防本部）・日本無線（15
消防本部）は確定しました。

全国に住民監査請

求呼びかけ
談合が確定したにもかかわらず、
各消防本部が違約金を業者に請
求しないのはおかしいと、全国市
民オンブズマン連絡会議が住民
監査請求を呼びかけています。

「代理店」経由の
談合も請求可能

今回の特徴は、羽島郡を除く6
消防本部は談合した沖電気と直
接契約したわけではなく、沖電気
の代理店と契約しています。

しかし、2017年2月2日公取命
令の中で「代理店等に落札させる
場合には当該代理店等と相談し
て決定するなど」とあり、代理店は
製造業者と共に入札談合を行っ
ていたので、独占禁止法３条違反
として不法行為責任を負う（製造
業者は代理店とは共同不法行為
となる）と考えて、沖電気ならびに
代理店双方に請求するよう求めて
います。

契約書に違約金10
％→20％請求

岐阜県内の他消防本部では
「談合した場合20％の損害賠償
請求」と記載されており、岐阜県
の談合の損害の「相場」であると
考えるため、本件の住民監査請
求ではいずれも20％の損害賠償
請求を行っています。

愛知・尾三消防組
合にも
同様に談合が確定した愛知県の

尾三消防組合にも、今後住民監
査請求を行います。

9/1-2新潟での全
国大会で発表
記者会見を行った、名古屋市民
オンブズマンの新海聡弁護士は、
「果たして『契約当事者と談合当
事者が違うから契約上の責任は
問えない』のか。今後、住民監査
請求ならびに住民訴訟で問いた
い。また、全国各地にも同様の住
民監査請求を呼びかけたい。

2018/9/1-2に新潟市で行う全
国大会で、各地の追及ならびに
『今どきの入札・今どきの談合』に
ついて追加調査・発表したい」とし
ました。
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河村たかし名古屋市長が強引
に推し進める名古屋城天守閣木
造化ですが、情報隠ぺいと「6枚
舌」により強引に実施設計予算と
木材製材予算は通したものの、事
実上ストップがかかっています。

いきなり木材調達予
算95億円計上

18/2/9、名古屋市は平成30年
度予算（草案）を公表しました。新
規事業として、名古屋城天守閣の
整備34億9500万円を計上しまし
た。

財政局査定ではゼロ査定だっ
た「実施設計8億6000万円、設計
監理等支援業務委託4350万円、
史跡内仮設工事9300万円」が市
長査定で復活していただけでな
く、いきなり「木材の製材」として22
億1150万円（債務負担行為 H31
-34年度 73億1100万円）が計上
されておりました。（上記と別途、
平成29年度11月補正の天守台石
垣調査 債務負担行為2億8700
万円を計上）

名古屋市財政局財政課の担当
者に18/2/9に電話で確認したとこ
ろ、「木材の製材については、予
算要求内容の公開とりまとめ時に
は間に合わなかった。その後、観
光文化交流局から要求が出てき
たために、市民に公開されること
なく、意見も募集しなかった。一般
の市民にとっては、今回の草案で
はじめて目にしたことになる。」と
説明しました。

市長査定で認められるのは、例
年は一般財源約21億円です。

しかし、名古屋城に関しては特
別会計の「名古屋城天守閣会計」
を作っており、市長査定を大幅に
超える部分の予算を組むことが可
能となっております。

パブコメ学習会開催
18/2/8「名古屋城天守を戦後

復興市民のシンボルに」という団
体が、特別史跡名古屋城跡保存
活用計画案パブリックコメント学習
会を行いました。https://www.fac
ebook.com/1740949266229351/

名古屋市民オンブズマンの内
田隆がそもそもパブコメとは何か、
さらに、名古屋城の憲法ともいえ
る現在有効な「全体整備計画」か
ら「保存活用計画」に変更されよう
としていることを説明しました。

内田さんは、「上記保存活用計
画には、初めて天守閣の整備方
針を木造復元とする大転換にもか
かわらず、耐震改修・長寿命化と
の比較がきちんとなされておら
ず、資金計画も全く書かれていな
い。時代設定がバラバラなど、多
数の問題点を抱えている」と説明
しました。

さらに、「市民説明会が6回あっ
たが、保存活用計画の重要性
や、なぜパブコメを行っているか
などの説明はなかった。会場から
意見を言った人の9割は反対意見
だった。市は名古屋城の敷地に
来た人の半分しか天守閣に登れ
ないという試算を出している、木
造天守閣を国宝にする方法は不
明など、極めて杜撰なものだ。」と
しました。

瀬口座長「市の説明
は詭弁に過ぎない」

18/2/14、特別史跡名古屋城
跡全体整備検討会議天守閣部会
（第8回）が行われました。

はじめに、天守台石垣周辺調
査について名古屋市から説明が
ありました。

その説明が終わった後、天守
閣部会の座長である瀬口哲夫氏
は、「手元に石垣部会から市長と
西野所長あての18/1/17付けの
書類がある。http://www.nagoya.
ombudsman.jp/castle/180117-1.p
df 石垣部会はなぜ再開したの
か。

当該書類には、②『市として
は、私の発言のように、石垣部会
は見学者の安全性を軽視する姿
勢にあるとは全く認識しておらず、
事業を推進する部局としても遺憾
であるとの、組織としての意思表
示があったことを肯定的に評価す
る』ということを石垣部会が言って
いる。私の発言は、西野所長は私
の発言に対して、遺憾であったと
いう意思表示をしたのか。」と西野
所長に問いただしました。

西野所長は「瀬口座長のご見
解が『石垣部会が石垣の安全性
を考えていない』というふうに、名
古屋市が認識しているとは全く申
し上げておりませんので、私どもと
しては、ただ『石垣部会は石垣の
安全性を考えていないとは考えて
いない』ということだけを石垣部会
に申し上げたということでございま
す。」と述べましたが、瀬口座長は
「詭弁だと思います。そういうふう
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には私も考えておりません。あた
かも私が考えて名古屋城総合事
務所が石垣部会と同じような考え
であると表明したから、評価したと
いうことだと理解せざるを得ませ
ん。」と述べました。

結局、西野所長は石垣部会と
瀬口座長に二枚舌を使っていると
しか思えません。発言の当事者で
ある河村市長に、いったい瀬口座
長に何と発言したのか、確認した
いです。特に、「市長が瀬口座長
に発言の撤回を求めた」と信じて
いる石垣部会はどう対応するか、
注目したいです。

「木造化予算に対す
る市民意見」市は完
全無視

名古屋市は、平成30年度予算
要求内容の公開に対し、市民か
ら意見を募集した結果がホームペ
ージで公開されました

市民意見募集のときには木材
に関するお金の合計95億円は公
開されていませんでした。
それでも実施設計、史跡内仮設
工事、監理設計等支援業務委託
等として10億4100万円+7億400万
円を提案しようとしたことに対し、
市民からは多くの反対の声が集ま
りました。

しかし、一方的に市の考え方を
述べるだけで、まともには回答し
ませんでした。

「エレベーター設置
するなら寄付返せ」
「設置しないなら寄
付返せ」双方の声

18/2/27に名古屋市経済水道
委員会が開催されました。

名古屋城天守閣木造化への寄
付に関し、森ともお議員（民主）は
「木造化だが、史実に忠実だとい
うことで、エレベーターがないもの
ができるとして寄付をした人もい
れば、エレベーターがつくかもし
れないということで、寄付をした人

もいる。自分の思いとは違った方
向にことが進んでいくことも重々あ
り得るが、今後どう考えるのか」と
いう質問を行いました。

名古屋市は「史実に忠実だとし
て寄附を集めている。誤解のない
ように丁寧な説明に努めていく。
現時点では返還することを方針と
して考えていない。としました。

西川ひさし議員（自民）は、「市
長が、『エレベーターも考えてい
る』という発言があったが、『城とい
うものは要塞で展望台ではない』
と言うべきだった。エレベーターが
つけられるわけがない。いい加減
な発言をしないように」と述べまし
た。

江上博之議員（共産）は「文化
庁と、適用除外についてやりとりを
したのか」と聞いたところ、市は
「現在といたしましてはまだそのエ
レベーターの設置の有無につい
て文化庁と協議はしておりませ
ん。」と述べました。

ほとんど議論になりませんが、
現在の名古屋市の試算であれ
ば、名古屋市は建築費用505億
円のほかに、利子が100億円、運
営管理費が276億円、修繕費が3
0億円と、今後50年間に約911億
円かかる試算をしています。
http://nagoya.ombudsman.jp/cas
tle/160422.pdf

仮に木造天守閣のための寄附
が100億円集まったとしても、その
全額が利子の支払いに消える予
定です。

河村市長「まったく
本物でないならやめ
たほうがよい」

河村市長は18/2/27記者会見
で、「もし名古屋城がまったく本物
でないならやめたほうがよい」とま
で言っています。 https://yout
u.be/FckPdczjOGU?t=41m38s

基本設計＋その他業
務委託 2月末完了
せず3月末に延期

18/3/1に名古屋市経済水道委

員会が開催されました。
委員会の裏で、名古屋市民オ

ンブズマンは名古屋城総合事務
所整備室に「名古屋城天守閣整
備事業基本設計その他業務委
託」について問合せしていまし
た。
・業務完了届・引渡は完了したか
（業務委託契約書 31条）→まだ
・委託代金は支払ったか（業務委
託契約書32条、36条） →まだ（1
円も支払わず）
・万が一引渡等完了していない場
合、契約書は変更されたか（業務
委託契約書26条）→2/27に契約
書変更した。履行期間を平成30
年2月28日から、平成30年3月30
日に延長した。その他は変わらず

8億4721万6844円にも及ぶ契約
の期日がいつのまにかこっそり変
更され、記者会見も無く、市民に
全く知らされていませんでした。

市「バリアフリー等
付加機能は実施設計
で確定」繰り返す

18/3/2に名古屋市経済水道委
員会が開催されました。

田口一登市議(共産）は、「基本
設計はエレベーターのありなしの
複数案」になるのかと質問しました
が、渡辺観光文化交流局長は
「原則として実施設計は、基本設
計から引き続いて行うものであり、
今後速やかに実施設計を進め、
木造復元の詳細を確定してまいり
たいと考えております。したがいま
して、バリアフリー等新たに付加
する機能につきましては、基本設
計において様々な可能性につい
て検討してまいりましたので、それ
を踏まえ、バリアフリーの基本方
針を決定するとともに、実施設計
を進めながら詳細を確定してまい
りたいと考えております」と述べる
だけで、明確に回答しませんでし
た。

「バリアフリー等付加機能は実
施設計で確定」について、実施設
計でやると言うのでは、国交省告
示15号、建築士法違反です。
http://www.mlit.go.jp/common/0
00048579.pdf

エレベーター設置方
針決定は5月に延期

18/3/8に名古屋議会市経済水
道委員会が開催されました。
名古屋市は当初、2018年3月中
にエレベーターを設置するかどう
かについて決めるとしていました
が、名古屋城の西野所長は「現時
点では年度内に方針を決定する
の非常に難しいと考えている。遅
くとも5月中には決定する必要が
ある」としました。
2022年12月に木造天守閣を完成
させる予定でしたが、大幅に遅れ
る可能性がますます高まりました。
「バリアフリーに配慮すること」は2
015年12月の技術提案・交渉方式
による公募型プロポーザルで名
古屋市がゼネコンに注文している
ことです。http://www.nagoyajo.ci
ty.nagoya.jp/17_topics/271202/d
wl/koubo_03.pdf
・エレベーター設置をしない場
合、公募型プロポーザル違反に
なるため、再度設置しない場合と
して公募し直しが筋ではないか
・エレベーター設置した場合、文
化庁が復元許可を出すか不明
寄附をした人が「こんなはずじゃ
なかった」と言ってますがきちんと
名古屋市の仕様をみたのでしょう
か。市民にきちんと説明もせずに
寄付を募ってしまった名古屋市、
河村市長の責任は重大です。

市想定より少ない来
場者見込み公表

18/3/12に名古屋議会市経済
水道委員会が開催されました。

今回、「名古屋城天守閣木造
復元に向けた調査結果の概要」
が示されました。いずれも、リニア
開業で来場者が増大するとしてい
ます。

西川ひさし市議（自民・昭和区）
は、「現在、約230万人の名古屋
市人口が、50年後には180万人ぐ
らいに減るにもかかわらず、毎年3
46万人ぐらい維持できるのはなぜ
か。不思議でたまらない。」としま
した。

西川市議はまた「単純計算で
最大1日7万人ぐらいが入る計算
になる。これまで最大で桜の時期

に35000人入ったが、芋を洗うよう
だったと思う。7万人なんて名古屋
城のどこにそんなに人が入れるの
か。」としました。

名古屋市は、「姫路城の例を参
考にすると、名古屋城木造天守
閣でも2万人から2万5000人をめ
どに入城制限しながら運営してい
くことになるのではないか」と答弁
しました。また、西川市議は「上記
試算はエレベーターをつけたとき
の想定かどうか」と聞き、市は「エ
レベーターをつけず、階段を上る
前提での試算だ」としました。

今回、コンサルタント会社が示
した数字の根拠がわからないため
なんとも言えませんが、過去、公
共事業の需要予測の多くは外れ
てきました。

木材予算95億円は全
体の3分の1

18/3/14に名古屋議会市経済
水道委員会が開催されました。

江上市議（共産）が「今回提案
されている木材予算、新年度22
億円余、債務負担行為が73億円
余、合計が95億円余は木材総額
か」と質問があり、市は「柱・梁・土
台部分のみで2036立方メートル。
全体で4500立方メートルで3分の
1程度を要求している」としました。
また、福田市議（公明）が「天守閣
に登れない人が出てくるのか」と
質問し、「名古屋城では2万-2500
0人で入城制限をかける予定。最
大1日7万人来場する試算をして
いるので、そういったことも考えら
れる」としました。

結局、基本設計でどこまで決め
るのか。誰がスプリンクラーなどの
有無を決めるのか。いつ決めるの
かなどがまったく明らかになって
いません。

絵にも描けない予
算115.1億円可決

18/3/16に名古屋市議会経済
水道委員会が開会されました。

結局、共産党を除く賛成多数
で可決されました。

実施設計予算が市議会で可決
されても、基本設計が完了しなけ
れば実施設計に移れません。

各種法令を守りながら、現代建築
史上前代未聞の6階建て木造建
築は出来るのか？

どのような姿になるのか？だれ
もわかりませんし、だれがどこでい
つ決めるのかもわかりません。

天守閣部会にスケジ
ュール示せず

18/3/28、名古屋市は特別史
跡名古屋城跡全体整備検討会議

天守閣部会（第9回）を開催しま
した。

大きく分けて２点ありました。
１）エレベーター設置について
２）基本計画の策定について

１）エレベーター設置について、
市は途中経過として３案を提案し
ました。
a)竹中当初提案（４人乗り）（内部）

４階まで 大梁を切る
一般的な車椅子・電動車椅子

の対応はできない
b)11人乗り（内部）

4階まで 柱や大梁を切る
c)11人乗り（外部）

1階まで 外壁に史実にない開
口部を設置し、史実との乖離が生
じる

有識者の川地正数・川地建築設
計室主宰は「個人的見解だが、史
実に忠実とすれば、b)c)はどうかと
思う。a)は可能性はあるが、車椅
子が乗らなければ意味が無い。
地震・火事時、いかに地下１階ま
で避難するか検討しないとまず
い。通常は車椅子が乗る形で影
響がないようにご検討いただけれ
ば」と発言しました。

しかし「史実に忠実」「バリアフリ
ー」を完全に満たす方法が現時
点でないなかで、「ご検討」と言わ
れてもよいアイディアがあるはずも
ありません。

２）基本計画の策定について で
すが、名古屋市は名古屋城の木
造天守閣「復元」に際し、文化庁
に対して現状変更許可申請を行
う必要があり、2018年7月に文化
庁に提出する計画を立てていま
す。

しかし、17/12/25に名古屋市
議会経済水道委員会に示したス
ケジュールでは、2018年3月には
基本計画（天守台石垣除く）を完
成させる予定でしたが、天守台石



垣だけでなく、「構造計画、防災
計画、ユニバーサルデザイン、仮
設計画、活用、維持管理、地盤調
査」について終わってないことを
認めました。

小野徹郎・名古屋工業大学名
誉教授は、「天守台の地質調査を
ちゃんと進まないと、主架構にい
かない。」と述べたところ、名古屋
城総合事務所の渡辺主幹は「ま
だ見通しは立っていない」と認め
ました。

座長の瀬口哲夫・名古屋市立
大学名誉教授は「見通しが立って
いないということは、工程は見通し
がたたないということか」、小野名
誉教授も全体の計画は変更を検
討していると言うことか」と質問した
ところ、渡辺主幹は「そういったこ
とです。」と認めました。

古阪客員教授は「前回、全体
のスケジュールがわかる資料を出
して欲しいと要望した。現在予定
通りなのか、いっていないのか。
現在説明できないのであれば、４
月時点でどうなっているのか。一
番重要だ」と述べました。

瀬口座長も「今日、スケジュー
ル資料を出して欲しいとお願いし
たが、出せていないというのは調
整できていないということです
ね？」と述べました。渡辺主幹は
「調整できるところを調整して、情
報提供に努力する」と述べるにと
どまりました。

穴蔵調査 現状変更
許可取っていないこ
とを市が認める

18/3/30 特別史跡名古屋城跡
全体整備検討会議（第26回）が開
催されました。

バリアフリー対策について報告
があり、エレベーター設置につい
て、設置するかどうか、設置する
場合3案を検討中であるとしまし
た。

名古屋城総合事務所は「どこま
でが『史実に忠実か』定義が難し
い。文化庁にも明確な基準がな
い」と認めました。

構成員の赤羽一郎・愛知淑徳
大学非常勤講師は「竹中工務店
と契約した基本設計＋石垣調査
委託は本日18/3/30までが期限
だが、市に提示されたか」と質問

し、名古屋市は「竹中工務店から
資料を受け取り、本日完了検査を
行う予定」と答えました。

市は基本設計が終わったとして
いますが、エレベーター設置につ
いて決まっていないのに、基本設
計を終わらせる、というのが理解
できません。

名古屋市は、木造復元明記の保
存活用計画を示しました。

赤羽講師は「城郭築城時にバリ
アフリー思想は無く、不特定多数
の登城を想定していなかった。
『史実に忠実』を柔軟性を考えて
はどうか。木造天守ではバリアフリ
ーは不可能といわざるを得ない。
現天守を改修することで解決す
る。ないものねだりだ」と述べまし
た。

それに対しては他の有識者も
市もなにも返事をしませんでした。

なお、全体整備検討会議 終
了後の囲み取材で、西野所長は
「意見としては受け止めた。概ね
了承された。保存活用計画を文
化庁に報告して策定に向けて進
める」としました。

囲み取材の中で、記者は「文化
庁にいつ提出するのか」と質問し
たところ、岩本整備室長は「提出
ではないです。見せて示す。提出
というものではない。そういうもの
は申請とかいう」と述べました。し
かし文化庁は、保存活用計画に
ついて、準法律行為的行政行為
の「確認」すると通知を出していま
す。

赤羽構成員は「18/3/28に天守
閣部会で『ケーソン基礎のボーリ
ングを行う』よう要望したようだが、
なんのためのケーソン基礎ボーリ
ングなのか。どのようにするのか。
史跡部分の破壊の可能性はある
のか」と聞きました。

名古屋市は「内部のコアをボー
リングし、ケーソン下部を調査した
い。天守閣部会は、現天守閣の
安全性を確認するためにも提案し
た」と述べました。

赤羽構成員は、「18/5/7に現
天守閣をクローズすると報道され
ているが、なんのためにクローズ
するのか」と名古屋市に尋ねまし
た。

西野所長は「耐震調査したら危
ないから。また、穴蔵調査をする
ため」と答えましたが、赤羽構成
員は「穴蔵調査とはどういう調査を
するのか。また、文化庁に現状変
更許可申請が必要な調査にあた
るのでは」と質問したところ、西野
所長は「あくまでも耐震性が低い

ため入城禁止にする。穴蔵調査
の具体的なものは決まっていない
し、文化庁の現状変更許可を得
ているわけでもない」と述べまし
た。

市と瀬口座長とのや
りとり 全面非公開

18/2/14に開催された特別史
跡名古屋城跡全体整備検討会議
天守閣部会（第8回）で、瀬口哲
夫・天守閣部会の座長が「名古屋
市の担当者が私のところにです
ね、私の発言の撤回と謝罪を求
めて行きたいと、面会をしたい」
「しかし、メールではそのように書
いておりません。謝罪と撤回を求
めると書いております。」とした件
で、メールのやり取りを名古屋市
民オンブズマンは情報公開請求
しました。http://www.nagoya.omb
udsman.jp/castle/180403.pdf

しかし、メールの内容について
は全面不開示でした。「メールの
内容については、公にすることに
より特別史跡名古屋城跡全体整
備検討会議等の今後の適正な遂
行に支障を及ぼすおそれがある
ため（名古屋市情報公開条例第７
条第１項第５号）

県福祉有識者委員会
が要望書提出

名古屋城天守閣木造復元をめ
ぐり、名古屋市は5月までに方針
を定めるとしている件で、18/4/1
0、愛知県の福祉有識者委員会
「人にやさしい街づくり推進委員
会」が名古屋城復元に関して要
望書を提出しました。

この要望書は委員全員一致と
のこと。

鈴木健一委員長：具体的に求
めていることは、新しくなる名古屋
城について、登れない人が出てく
るということになればまずいと思い
ますので、ぜひとも、大事な歴史
を学ぶ学習施設、公共施設だと
思いますので、名古屋市には仕
組みを考えていただきたい。

辻直也委員：少なくとも現状より
悪くなってほしくない。一部の人
が排除されないようにしてほしい。

エレベーター設置は障害者だ
けの問題ではない。高齢者、ベビ

ーカーなども。
ここは公園ですから、全ての人

が安心して安全に登れることが最
優先されるべき。その次にデザイ
ンなど。ここは公共の建物だ。

その場には愛知県住宅局住宅
計画課の担当者2人も来ておりま
した。「人にやさしい街づくりの推
進に関する条例」は、名古屋城に
も適用されるのかと確認したところ
「適用される」と明言しました。

知事も「バリアフリ
ーを望む」

18/4/16日本経済新聞によれ
ば、愛知県知事は18/4/16定例
記者会見で、名古屋城のバリアフ
リー対策について、「障害者や高
齢者の意見を聞き、よりよい案を
作ってほしい」と発言したとのこ
と。https://www.nikkei.com/articl
e/DGXMZO29463170X10C18A4
CN8000/

「人にやさしい街づくりの推進
に関する条例」は、愛知県知事に
権限を持たせています。

バリアフリー庁内会
議 議題すら非公開

名古屋市民オンブズマンは、
堀場副市長を議長とした「『名古
屋城木造復元天守バリアフリー対
策検討会議』の配付資料ならび
に議論の内容がわかるもの」を情
報公開請求しました。

しかし、議論の内容がわかるも
のについては、「現時点で行政文
書を作成または取得しておらず、
不存在のため非公開」となりまし
た。

配付資料については、18/2/28
に行われた第2回検討会議につ
いては、公開されました。

しかしながら、3/29に開催され
た第3回については、「議題」すら
非公開で、配付資料の中身は全
て非公開となりました。http://ww
w.nagoya.ombudsman.jp/castle/1
80413-3.pdf

庁内会議の議題や配付資料の
中身が非公開というのは前代未
聞です。

名古屋市は「庁内会議の公表
に関する指針」に基づき第２回検
討会議については翌日3月1日に

概要が作成され、すでに公開され
ています。しかしながら、第三回
については、3週間近く経った現
在でも、いまだに公開されており
ません。

「建築基準法適用除
外」「消防法 総務
大 臣 認 定 に よ る 緩
和」「市消防長同意」
不存在

名古屋市民オンブズマンは、1
8/4/2に名古屋城木造化に関し
て15項目情報公開請求しました。

うち、「基本設計その他業務委
託」成果物と、「木造復元に向け
た調査業務委託」成果物は18/5/
16まで延長になりました。

また「建築基準法の適用除外」
関係の資料はすべて不存在でし
た。木造6階建ては現状では違法
建築ですが、「建築基準法第３条
第１項第４号に基づき適用除外」
と名古屋市建築審査会が同意を
すれば、建築基準法が適用除外
になります。

さらに、名古屋市は「名古屋城
天守閣整備事業にかかる技術提
案・交渉方式（設計交渉・施工タ
イプ）による公募型プロポーザル
業務要求水準書平成27年12月」
で
・消防設備等については、消防法
第 17 条第 3 項に基づく総務
大臣の認定等により緩和を受ける
こと。
・火災予防条例については、条例
に適合していると認められるような
代替案を検討し、名古屋市消防
長の同意を得ること。
としていましたが、いずれも完了し
ていなかったことがわかりました。

エレベーター設置についても、
2018年5月までに方針を定めると
名古屋市はしており、基本設計が
完了しないのではないかという疑
問があります。

竹中工務店は成果物の対価と
して8億4693万6000円の請求書を
18/3/30に名古屋市に提出してい
ます。http://www.nagoya.ombuds
man.jp/castle/180413-5.pdf

しかし、現時点では名古屋市は

竹中工務店に支払っていませ
ん。

5/7に天守閣閉鎖
も、穴蔵石垣調査
めどたたず

名古屋市は、ゴールデンウィー
ク明けの18/5/7以降、名古屋城
天守閣を閉鎖する方針です。

名古屋市も認めたように、「耐
震検査をしたら危険だと判明した
ため閉鎖する。穴蔵調査をする予
定だが、どのような調査をするの
か詳細は決まっていないし、文化
庁の現状変更許可もとっていな
い」とのこと。

一方、市民には「木造天守閣
復元のため閉鎖する」としか宣伝
していません。

現在、特に中国人観光客を中
心として名古屋城来場者が増え
ています。3月29日には金シャチ
横丁がオープンし、連日賑わって
います。6月8日には本丸御殿が
完成しますが、そのときには現在
の名古屋城天守閣には登ること
はできません。

期限を見直し、耐
震化を含め十分な
議論を

これまで名古屋市は市長の「業
務命令」のもと、市民・市議・石垣
部会・天守閣部会・文化庁・竹中
工務店にすべて違った説明をし
ており、全体のスケジュールすら
示せない状況です。

名古屋城の憲法とも言える「保
存活用計画」も文化庁が「確認」
するのかどうかも不明です。

ここまでずさんな計画は見たこ
とがありません。これらも2022年12
月までに名古屋城を木造化しよう
という河村たかし名古屋市長の無
茶な計画のためです。

期限を改めて設定し直し、耐震
改修を含めて十分議論してから
決めても遅くはないのではないで
しょうか。







一宮市長 印の重要性強調するも、
市職員、公印使用規則違反

一宮市長は、平成２８年２月
８日、市民ポスト回答で、「地域
づくり協議会は、精算書等に監
事の印があれば領収書の添付
は要らない。その理由は役員
を信用していることと、日本人
は印を押すことが、場合によっ
ては重大な結果を招くことを理
解していたと認識しているた
め」との説明でした。しかし市
長印は杜撰な管理、使いたい
放題の状態で下記使用例があ
ります。

施行後10か月以上
後に公印使用許可
社会福祉協議会（以下社協

という）に対する、行政財産目
的外使用についての許可書の
決裁日・施行日が平成２５年４
月１日。市長印使用承認日は
平成２６年１月１７日。公印使用
承認者は、非正規社員。

間違い修正再発行
に承認 決裁無く、
再度間違いあり
平成３０年２月９日行政文書

公開請求を（以下公開請求と
いう）行った。回答期限の２月２
３日を過ぎても回答なし。２月２
８日問い合わせに、部長の承
認が取れてないとの返事。①３
月５日受け取った通知書の日
付が平成３０年２月２３日。間違
い指摘に対し１０分間足らずで
②３０年３月１日付通知書が作
成され受領した。市長印が、捺
印されていた。修正再発行の
承認・決裁無。③間違いの最
初受領分は、部長１名を含む１
６名承認後福祉部長が決済。
施行日・公印使用承認日は３
月２日で、訂正分も間違い。

電子計算機公印打
出 許可書保存期
間２年前に自動破
棄
電子計算機に記録した当該公
印の打ち出しに当たっては、公
印管守者の承認が必要とのこ
とですが、電子記録は保存期
間前に自動的に破棄されたと
のことで承認の記録はないとの
ことです。

一宮市「市社協に許可無く格安
駐車場貸付」住民監査請求第２報
２０１８年２月６日第１９３号記

載の掲題に対する、一宮市監
査請求について（通知）が平成
３０年３月２２日付でありました。

事務手続きに瑕疵があり不
明瞭、しかし貸出しは正当行
為で棄却と監査委員は、結論
付けた。理由は①貸し出すこと
は正当な行為で市に損害は発
生していない。②遡及して行政
財産の目的外使用に係る使用
許可書交付しており、本件を行
政財産の目的使用許可処分

であるとする市の意思は認めら
れる。③社協から使用料免除
の申請がされれば、認められ
ない場合は考えられない。

12年間行政財産の
目的外使用に係る
無許可での使用を

市は容認
市は、尾西庁舎駐車場を平

成１６年３月以来社協が無許可
で、無償での使用を容認。平
成２８年６月２７日行政文書公
開請求に対して、急遽２８年７
月１日、２８年４月１日に遡及し
て許可。その後も当方要求に
合わせ、平成３０年１月１０日、
平成２２年４月１日から２８年３
月３１日までを遡及して許可。

監査委員は、市が許可を遡
及して行ったことについて、何
の根拠も提示することなく、事
務の見直しをしたためとの説明
を認めた。何故２８年７月１日
に、２２年４月１日まで遡及しな
かったかも、何故１６年３月まで
遡及していないのかも触れず。

監査委員 遡及許
可を容認 使用料
免除は全て認める

監査委員は、社協は公共的
団体であるから、社協からの免
除申請はすべて認められるとし
て無償とすること自体正当な行
為としていますが、社協は平成
１４年度以降市との要領に記載
されております、約束資料の提
出は行わず。平成２９年１月１１
日から３０年２月９日間で合計６
回の行政文書公開で、市に対
し、提出資料の確認をしていま
すが、提出されておりません。

決算書も平成14年度以降す
べて間違いがある等、問題は
多く、公共的団体と認められる
状況でないと思いますが、市は
放置したままで是正措置を講
じておりません。その上、平成1
7年度決算では基金に542百万
円、運営積立金74百万円、次
期繰越活動収支差額453百万
円、合計1,069百万円。平成28
年度決算では各々645百万円
・626百万円・219百万円、合計
1,490百万円が計上されており
ます。

尚、資料等に基づき、経緯
を詳しく公開陳述したが、瑕疵
があり不明瞭との言葉で片付
け、今回も闇の中での忖度に
よる判断であった。市は陳述を
行わず、市・社協からの提出資
料、市、社協からの事情聴収、
監査委員の審議・協議の内容
は、情報公開請求するもすべ
て①意思決定の過程における
審議等に関する情報であっ
て、公開することにより、将来の

同種の住民監査請求の監査
事務の円滑な実施を困難にす
る恐れがある。②市の事務・事
業に関する情報であって、公
開することにより、市又は国等
の事務・事業の公正かつ円滑
な執行に支障が生ずる恐れが
ある。との理由で、すべて黒塗
りで、公開されないため、真実
が明らかにされているかどうか
が不明。

監査委員・監査事
務局は十分機能せ
ず

もともと監査委員とは住民に
代わって、地方公共団体の行
財政を監督する権限を持つ、
市長から独立した組織で、決
算審査・出納検査・財政支援
団体に関する監査・行政監査・
定期監査・随時監査を行い、
市の財務事務の執行、経営に
係る事業の管理を行うほか、行
政事務一般についても監査を
行い、法令等に従い適正かつ
正確に行われているかを着眼
しながら監査を行っており、住
民監査請求が、頻繁に起こら
なくてもよい状態であるべきと
思います。

２８年度の福祉部福祉課の
生活資金貸付事業での貸付
金未回収の問題・今回の尾西
事務所の尾西庁舎駐車場の
問題等１０年以上規則違反をし
ている問題が住民監査請求さ
れ厳しい意見を付けざるを得
なかったことを監査事務局職
員も含め深く反省してほしいと
思います。

H28.29年度住民監
査請求件数 一宮

市10件 近隣7市
は2件のみ

稲沢、岩倉、江南、津島、犬
山、あま、愛西市の7市合計で
稲沢市と愛西市に１件あっただ
けです。一宮市の多い、原因
究明が必要です。

市長 要綱違反等
の事実がないから
調査できないと回
答

平成28年6月14日、市民ポ
ストで「職員措置請求は金額の
損失に関すること、原則１年以
内であるとのことですが、要綱
違反等による、過去の損失及
び規則違反等はどこに依頼す
ればよいか」との質問に対し市
長は、平成28年6月29日「２８一
宮福発第９１２号」回答で要綱
違反等の事実がありませんの
で調査できませんとの回答でし
た。

しかし１０年以上違反が続い
ており、その他にも規則違反・
虚偽の報告等後を絶たない状
況ですが、幹部会議の報告
（概要）等にも記載はなく独自
調査等は行われている様子は
なく、市の改善の意欲は感じら
れません。（一宮市Ｔ．Ｏ）






